
○
大
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会

内
閣
提
出
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案
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一
件
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番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
　
　
考

5

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

六
〇
、
一
一
、
二
五

六
〇
、
一
二
、
九

六
〇
、
一
二
、
一
〇

可
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
一
三

可
　
　
決

六
〇
、
一
一
、
二
七

六
〇
、
一
二
、
六

可
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
六

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考

2

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

大
蔵
委
員
長

　
（
六
〇
、
一
二
、
三
）

六
〇
、
一
二
、
三

六
〇
、
一
二
、
三

六
〇
、
一
二
、
三

　
　
（
予
）

六
〇
、
一
二
、
三

可
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
四

可
　
　
決

六
〇
、
一
二
、
三

可
　
　
決

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応

し
、
我
が
国
の
市
場
の
一
層
の
開
放
を
図
る
等
の
見
地
か
ら
、
関
税

率
の
撤
廃
又
は
引
下
げ
を
図
る
等
の
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
諸
外
国
の
関
心
が
高
い
骨
な
し
鶏
肉
、
パ
ー
ム
油
、
電
子
式
交



　
換
機
等
六
十
九
品
目
の
関
税
率
を
撤
廃
又
は
引
き
下
げ
る
。

二
、
そ
の
他
か
に
の
調
製
品
、
新
聞
用
紙
、
医
療
用
機
器
等
を
含
む

　
千
七
百
九
十
二
品
目
の
関
税
率
を
原
則
と
し
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

　
引
き
下
げ
る
。

　
　
な
お
、
本
措
置
の
実
施
後
特
定
の
品
目
の
輸
入
が
急
増
す
る
等

　
の
事
情
に
よ
り
、
国
内
産
業
に
相
当
な
損
害
を
生
ず
る
場
合
に
は
、

　
当
該
品
目
に
つ
き
本
措
置
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

　
と
と
す
る
。

三
、
ハ
イ
テ
ク
製
品
の
関
税
撤
廃
交
渉
推
進
の
一
環
と
し
て
、
電
子

　
式
デ
ィ
ジ
タ
ル
自
動
デ
ー
タ
処
理
機
械
等
九
品
目
に
つ
い
て
、
前

　
記
二
の
措
置
に
加
え
て
、
我
が
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の

　
合
意
に
従
い
、
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
関
税
率
を
撤
廃
す
る
。

四
、
本
法
律
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
昭
和
六
十
年
度
一
般
会
計
分
の
関
税

減
収
見
込
額
は
、
約
二
百
億
円
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び

　
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
本
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、

我
が
国
の
市
場
の
一
層
の
開
放
を
図
る
等
の
見
地
か
ら
、
バ
ナ
ナ
、

新
聞
用
紙
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
本
体
等
の
関
税
率
の
撤
廃
又
は
引
下
げ

を
図
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
回
の
措
置
に
よ
る
輸
入
増
効
果
と

海
外
か
ら
の
評
価
の
受
止
め
方
、
円
高
の
も
と
で
の
関
税
引
下
げ
の

中
小
企
業
等
国
内
産
業
へ
の
影
響
、
対
外
不
均
衡
是
正
の
た
め
の
内

需
拡
大
策
の
あ
り
方
、
税
関
業
務
の
増
大
、
複
雑
化
に
伴
う
税
関
職

員
の
職
務
の
実
態
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳

細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
近
藤
忠
孝
委
員
よ
り
、
本
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。
討
論
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
多
数
を

も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
関
税
率
の
引
下
げ
に
当
た
つ
て
は
、
国
内
産
業
へ
の
影
響

に
十
分
考
慮
す
る
こ
と
等
三
項
目
の
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
在

宅
の
特
別
障
害
者
対
策
に
資
す
る
た
め
、
同
居
の
特
別
障
害
者
に
係

る
特
別
控
除
額
を
十
四
万
円
（
現
行
七
万
円
）
に
引
き
上
げ
、
昭
和

六
十
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
昭
和
六
十
年
度
に
お
け
る
租
税
の
減

収
見
込
額
は
、
約
三
十
億
円
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び

　
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
案
は
、
衆
議
院
大
蔵
委
員
長
提
出
に
係
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

　
さ
き
に
関
係
各
党
派
間
で
合
意
を
見
た
政
策
減
税
等
の
処
理
の
う
ち
、

　
い
わ
ゆ
る
寝
た
き
り
老
人
減
税
実
施
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
の
内
容
は
、
昭
和
六
十
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
、
同
居

　
の
特
別
障
害
者
に
対
す
る
特
別
控
除
額
を
七
万
円
引
き
上
げ
て
十
四

万
円
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
引
上
げ
は
、
昭
和
六
十

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
か
ら
適
用
す
る
ほ
か
、
本
年
の
年
末
調

整
の
際
に
も
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
同
居
の
特
別
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
扶
養
控
除
額

三
十
三
万
円
、
特
別
障
害
者
控
除
額
三
十
三
万
円
、
同
居
の
特
別
障

害
者
に
対
す
る
特
別
控
除
額
十
四
万
円
の
合
計
八
十
万
円
の
所
得
控

除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
法
施
行
に
伴
う
租
税
の
減
収
額
は
、
昭
和
六
十
年
度
約

三
十
億
円
と
見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
質
疑
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、

本
案
は
全
会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




